
達成状況

１．（１）　成果目標：ＵＮＯＨＣＨＲへの拠出を通じて，パートナーシップを強
化し，我が国の重要課題である人権分野における外交を促進する。

　活動指標：ＵＮＯＨＣＨＲの活動を通じた，北朝鮮人権状況決議の採択状
況や拉致問題を含む北朝鮮の人権状況に関するフォローアップ拠点等の
我が国重要外交施策への貢献。

現政権下における各種方針・演説等で言及されているように，普遍的価値を推進する人権外交は我が国の重要課題のひとつである。ＯＨＣＨＲが
事務局機能を果たしている人権理事会は，人権問題についての議論の主舞台として，北朝鮮の人権状況をはじめ，我が国の関心事項が議論さ
れる，国際的に最も影響力のあるフォーラムであり，我が国はこれまで８年連続８回同理事会に北朝鮮人権状況決議を提出しており，賛成多数で
採択されている。なお，昨年の同決議は過去最多の共同提案国数を集めた。
また，本年３月の人権理事会に我が国が提出した北朝鮮人権状況決議を受け，本年６月にソウルに北朝鮮の人権状況に関する現地拠点が設置
された。OHCHRのソウル事務所にあたる当該拠点は，我が国の主要外交課題である拉致問題の解決に向けて，重要な役割を果たすことが期待
される。

分担金・拠出金の名称
Ｂ

拠出先の国際機関名

担当課・室名 総合外交政策局　人権人道課

評価
国際連合人権高等弁務官事務所(UNOHCHR)拠出金

国際連合人権高等弁務官事務所(UNOHCHR)

（４）　成果目標：ＵＮＯＨＣＨＲにおける邦人職員増強を図る。

　　活動指標：ＵＮＯＨＣＨＲにおける日本人職員数の増加，邦人職員増強
に向けた日ＵＮＯＨＣＨＲ双方の取組

過去５年間で邦人職員数は４０％増えている（２００８年１０名→２０１３年１４名）。
これまで，ＯＨＣＨＲ本部の職員が訪日する機会等様々な場面を活用し，邦人職員の採用につき，働きかけを行っている。

２．　PDCAサイクルの確保 ＵＮＯＨＣＨＲにおいては，以下の通りＰＤＣＡを確保。
①計画段階（Plan）:第５委員会で予算案を策定。総会にて予算案の承認。
②実施段階（Do）:我が国の拠出金支払。ＵＮＯＨＣＨＲによる予算案執行。
③評価段階（Check）:監査報告書による運営活動の成果を評価。
④フォローアップ（Act）:人権理事会や不定期の協議を通じて運営における要改善事項を申し入れ。

（２）　成果目標：ＵＮＯＨＣＨＲが関与する意思決定が人権分野における国
際基準・規範形成に影響を及ぼすことから，ＵＮＯＨＣＨＲにおける我が国
の発言力・影響力を確保する。

　　活動指標：我が国の要人とＯＨＣＨＲハイレベル間の情報交換・意見交
換の実施。
人権理事会理事国の地位維持，人権条約体における邦人委員の確保。

昨年９月に就任したゼイド国連人権高等弁務官は，政務官の３月寿府訪問時に意見交換を行い，これまでの我が国の財的貢献を含む努力に感
謝の意を表明した。同高等弁務官は就任後，人権理事会等の場を利用し，精力的に各国の人権問題について意見を行っており，今後も人権分野
における国際規範形成に影響を及ぼすと考えられる。
我が国は２００６年の人権理事会創設時より，継続して（３選禁止のため２０１２年を除く）理事国を務めており，また，ＯＨＣＨＲが同じく事務局を務
める主要な人権条約体においても邦人委員を継続的に確保し，我が国の直接的・間接的な関与を確保している。

（３）　成果目標：効率的な組織・財政マネジメントを実現する。

　　活動指標：ＯＨＣＨＲ自身が組織のコスト削減や合理化を進める。

我が国は，人権理事会等の場を通じて，ＯＨＣＨＲに対し，効率的な運営，財源の有効活用を見据え，真に必要な課題に適切に対処できる体制を
築くことが必要である旨主張してきており，各国の賛同を集めている。
ＯＨＣＨＲはこれまで，組織・財政マネジメントに特段問題が見受けられず，その資金は合法的・適正に利用されているものの，更なるコスト削減や
合理化を追求すべく人権理事会の改革等のイニシアティブを進めている。

国際機関の概要

人権高等弁務官事務所は、１９９３年１２月の国連総会決議により設置された、国連における唯一の包括的人権関連機関である。本部はジュネーブにあり、人権享受の普遍的な促進、人権に係
る国際協力の促進、人権に係る国際的基準の普遍的実施の促進等を事業の目的としている。具体的には、ジュネーブで年３回行われる人権理事会の事務局としての役割を果たしている。また、
近年は特に、人権侵害が行われている国でのフィールド活動に重点を置いた活動を行っている。

拠出により我が国が期待する成果目標及び活動指標


